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今号のトピックス 

１ 見学研修会の実施結果報告 

２ 適正管理化学物質報告について 

３ 板橋区内事業所の燃料調査 

４ 内部監査員研修会のお知らせ 

５ 研修会申込用紙 

 

 
板橋環境管理研究会は年１回、見学研修会を実施し施設見学を行っています。３月７日に

実施した２００６年度見学研修会では、川崎市東扇島にある「東京電力（株） 東扇島火力発電

所」と江東区青海２丁目地先にある「（株）東京臨海リサイクルパワー スーパーエコプラント」の

２施設を見学しました。 
 

東京電力（株） 東扇島火力発電所 
川崎港沖合の人口島「東扇島」の北西端に位置する発電所で、発

電所に隣接して燃料となるＬＮＧ（液化天然ガス）基地が併設されて

います。 
この発電所は１００万ｋＷの発電機を２機有しており、首都圏で使用

される電気を発電しています。うち１機が定期点検のため運転を停止

しており、研修会当日は点検のために剥き出しになったタービンを間

近で見ることができました。 
説明室内では、火力発電の仕組みを説明する蒸気で発電する模

型を用いた説明がありました。また、超低温状態であるＬＮＧの特徴

を説明するため、同様に超低温の液化窒素を用いてデモンストレー

ションが行われました（写真上）。また、展示ロビーには発電所の模型

やＬＮＧの輸送に用いられる管などが展示され、参加者の興味を集

めていました（写真下）。 
 

（株）東京臨海リサイクルパワー スーパーエコプラント 
東京都が推進するスーパーエコタウン事業の「ガ

ス化溶融等発電施設の施設整備・運営」について

選定された企業です（写真右上）。 
産業廃棄物と感染性医療廃棄物を受け入れてお

り、産業廃棄物は６割程度、感染性医療廃棄物は４

割程度で稼動しているとのことでした。 
産業廃棄物はバーティカル型のガス化溶融炉（写

真左下：模型）で処理されており、廃棄物に混入する

鉄やアルミなどの金属は有価物として分離回収し、

灰分は溶融スラグ化されます。これらを制御する中

央監視室はガラス張りの部屋でした（写真右下）。 
 

これらの施設で行われていた環境に配慮した活動・取組みを見学することで得られたものを、

参加した方々の業務に活かして頂きたいと思います。 
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都は､平成１３年１０月から、人の健康に障害を及ぼすおそれのある５８種類の化学物質につ

いて、環境への排出量を削減するため、環境確保条例に基づく制度により、事業者に対して適

正な管理を求めています。制度を開始して５年が経過したことから、今回、平成１７年度までの

事業者からの報告結果を分析したところ､業種ごとの化学物質の排出削減等の状況が明らか

になり、発表しました。 

 

【分析結果のポイント】 

 

１．都内全体での環境への排出量の推移 

●対象となる事業者の都内全体での環境への排出量は、制度開始から連続して減少傾向に

あり、平成１７年度の年間排出量は５，９００トンで､平成１４年度に比べて２６％（２，１００トン）

減少しました（図１参照）。 

 

 

２．代表的な業種の排出削減の状況 

●業種別に排出削減の状況を見てみると、印刷業の取組が特に顕著で、環境への排出量で

は平成１７年度は平成１４年度に比べてほぼ半減しており､排出率（使用量に対する環境へ

の排出量の比率）も年々順調に減少しています。 

●化学工業も、環境への排出量が平成１７年度は平成１４年度に比べて４３％減少し、排出削

減が進んでいるとともに、電気めっき業、金属製品塗装業、普通洗濯業についても、最近の２

年間において減少傾向が明らかになってきました。 

適正管理化学物質の排出削減の状況 

図１ 環境への排出量の経年変化と減少量の寄与率 
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３．代表的な化学物質の排出削減の状況 

●対象事業所の都内全体の環境への排出量について物質別に見ると、排出量の多い５物質

（図２）の中では、トルエンとイソプロピルアルコールは､年々順調に減少していますが、その

他の３物質は、横ばい状態です。 
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４．排出率を把握することによる効果 

●都条例においては､ＰＲＴＲ法にはない使用量等も把握し報告することを求めています。この

ことによって､事業者が排出率を自ら把握し、その低減に取り組むことを促しているものと考え

られます。 

 

詳細な内容は、東京都環境局ホームページをご覧ください。 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp 

（トップページ→有害化学物質→化学物質適正管理・ＰＲＴＲ） 

 

【東京都における化学物質管理対策に関する二つの制度】 

都は、国が全国一律に実施している「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律」に基づくＰＲＴＲ制度と「都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例（環境確保条例）」に基づく化学物質適正管理制度の二つの制度により､化学物質の

排出量等の把握と適正管理を進めています。 

 

二つの制度とも１８年度分の報告は４月１日から６月３０日までになります。 

 報告先は、 

ＰＲＴＲ制度の届出 東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課 

                                                       （電話 ０３－５３８８－３５０３） 

適正管理化学物質使用量等報告書の届出 板橋区資源環境部環境保全課公害指導係 

＊昨年度届出のある事業所には届出様式が３月末に発送されています。 

                            (電話 ０３－３５７９－２５９４） 

図２ 主な物質別の環境への排出量の経年変化 
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化学物質管理対策の二つの制度の相違点 

 
※報告件数及び環境への排出量は、平成 16 年度の結果を示す。 

 

 

 
板橋区環境保全課では、毎年度、燃料調査を行っています。

この調査は、大気汚染物質の一つである硫黄酸化物を減少さ

せる目的で、工場・事業所等で使用している重油中の硫黄含有

率が環境確保条例で定める基準に適合しているかどうかを調査

するものです。 

重油を燃料とするボイラー等の使用による大気汚染防止のた

め、東京都環境確保条例第６９条及び施行規則第２２条により、

１日３００リットル以上重油を使用する事業所は、重油のいおう含有率の基準が決められていま

す。 

平成１８年度は、板橋区内の２８箇所の工場・指定作業場等の重油を採取し、いおう含有率

の調査を行いました。調査結果は、すべての事業所が基準値に適合していました。このうち２５

事業所が硫黄含有率０．１％以下の良質な重油を使用していて、低硫黄分の重油の使用が定

着していることを示しています。 

 PRTR 制度 化学物質適正管理制度 全体合計 

対象物質 

の着眼点 

人や生態系への有害性（オゾン層

破壊性を含む。）があり、環境中に

広く存在する物質として指定された

もの 

３５４種類 

人の健康に障害を及ぼす物質のう

ち、性状及び使用状況等から特に

適正な管理が必要とされる物質とし

て指定したもので、規制基準による

濃度規制対象物質にもなっている

もの 

５８種類 

計３７０種類 

（重複４２種類） 

報告対象 

・ 年間取扱量１トン以上の製造業

等２３業種 

・ 従業員数２１人以上 

・ 年間取扱量１００kg 以上の工場

及び指定作業場 

 

把握及び 

報告内容 

２項目 

・ 環境への排出量 

・ 事業所外（廃棄物・下水道）への

移動量 

５項目 

・ 使用量 

・ 製造量 

・ 製品としての出荷量 

・ 環境への排出量 

・ 事業所外（廃棄物・下水道）への

移動量 

 

報告件数※ １，５１１件 ３，０９４件  

環境への 

排出量※ 

合計３，８００トン 

（１５年度比２００トン減少） 

合計６，７００トン 

（１５年度比１，０００トン減少） 

計７，８００トン 

（重複２，７００トン） 

板橋区内事業所の燃料調査 
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板橋区と板橋環境管理研究会は、本年度も板橋区内

の工場・事業所の環境マネジメントシステム構築・維持支

援事業の一つとして、以下のとおりセミナーを開催いたし

ます。 
ＩＳＯ１４００１の仕組みや環境関連の法令について解説

を行なった上で、内部監査のワークショップを実施します。 

 

１ 日程及び内容 

セミナー 日     時 内     容 

１３：３０～１５：４０ 
・ＩＳＯ１４００１：２００４規格の解説 

・ケーススタディ演習（１） 
５月２３日（水） 

１５：５０～１８：００ 
・環境関連法令の解説 

・ケーススタディ演習（２） 

１３：３０～１５：４０ 
・環境マネジメントシステム実施運用 

・ケーススタディ演習（３） 
５月２４日（木） 

１５：５０～１８：００ 
・環境監査の基本 

・ケーススタディ演習（４） 
 

２ 会場：板橋産連会館３階会議室（右図参照） 

板橋区仲宿５４-１０ 電話 03-3962-0131 
 

３ 講師：髙田 滿雄 

板橋区環境保全課環境ＩＳＯ推進係長 

公害防止主任管理者 環境計量士 

ダイオキシン類関係公害防止管理者 

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員補 CEAR.B0864 

環境省エコアクション２１審査人 
 

４ 定員：３０名 
 

５ 受講費用：１名あたり３，０００円（資料代を含む) 

（１）環境管理研究会会員は無料となります。 

（２）受講料はセミナー初日の受付時に現金でお支払い下さい。会社名・受講者名を記入し

た領収書を発行させて頂きます。 

（３）セミナー修了証は２日目のセミナー終了後にお渡しします。 

（４）セミナーご欠席の場合においても、お支払い頂いた受講料は返却できません（テキスト

等の資料はお渡し致します）。あらかじめ、ご了承ください。 
 

６ 申込・問合先 

５月１１日(金)までに、裏面の参加申込書に必要事項を記入し FAX でお申込ください。 

板橋区 環境保全課 環境ＩＳＯ推進係 

直通電話 ０３－３５７９－２６２２     FAX ０３－３５７９－２５８９ 

環境マネジメントセミナー開催のお知らせ 

▲セミナー風景 
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 ＦＡＸ送付先：０３－３５７９－２５８９  
（板橋区環境保全課環境ＩＳＯ推進係宛） 
※本状のみご送付下さい。 
 

環境マネジメントセミナー 参加申込書 

氏   名
※領収書の「受講者名」になります。 

役 職 ・ 所 属
※役職の無い方は記載不要。 

事 業 所  名 称
※領収書の「会社名」になります。 

事業所 所在地  

板 橋 環 境 

管理研究会 
会 員・非会員 

※該当するものを囲う。 

連 絡 先 
電 話： 

ＦＡＸ： 

備  考 
※連絡事項等が御座いましたらご記入下さい。 

 

 

 

同一事業所で複数名の参加を希望する場合は、以下に記載してください。 

氏   名
※領収書の「受講者名」になります。 

役 職 ・ 所 属
※役職の無い方は記載不要。 

 

氏   名
※領収書の「受講者名」になります。 

役 職 ・ 所 属
※役職の無い方は記載不要。 

 


